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第33回支部定期総会

　平成25年 6 月 4 日（火）午後 2時30分より、ホ
テル大阪ベイタワーにおいて、第33回定期総会
を開催しました。
　会員総数327名のうち出席者数は204名（うち
委任状出席者は139名）でした。
　ご来賓に長畑裕史西税務署長、生田浩二総務課
長、西田隆郎阪奈税協副理事長をお迎えし、櫻井
圭一総務委員長の司会で開会されました。
　支部長挨拶の後、議長選任が議場に諮られ、石
井基行会員が選任され総会の議事に入りました。
　第 1 号議案 （平成24年度事業報告書及び決算
書承認の件）について、各担当副支部長より要点
説明があり、続いて長谷川宗平支部監事より監査
報告がありました。
　その後、質疑もなく議長は賛否を議場に諮り、
議案は異議なく原案どおり可決されました。
　第 2号議案 （支部規約一部改正案承認の件）に

ついて、河井俊幸副支部長の議案説明があり、質
疑もなく議長は賛否を議場に諮り、議案は原案ど
おり可決されました。
　第 3 号議案 （平成25年度事業計画案及び収支
予算案承認の件）については、総務担当の河井俊
幸副支部長より本年度の基本方針の説明、各担当
副支部長より要点説明がありました。
　その後、質疑応答の後議長は賛否を議場に諮り、
議案は異議なく原案どおり可決されました。
　第 4号議案 （支部役員選任の件）については、
谷口正昭支部役員選考委員長から支部役員選考の
経緯について説明があり、支部役員候補者名簿が
議長に提出され、議長はこれを議場に諮ったとこ
ろ異議なく可決され支部役員が選任されました。
　定期総会の後、恒例の意見交換会が開催され、
和気あいあいの交換会となりました。
 （河井俊幸）

第33回支部定期総会
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　去る 6月 4日に開催されました近畿税理士会西
支部の第33回支部定期総会におきましては、西
税務署の長畑署長、生田総務課長並びに大阪・奈
良税理士協同組合西田副理事長のご臨席を賜り、
石井基行議長のもと全議案無事承認可決されまし
たこと、改めまして厚く御礼申し上げます。
　本年の役員改選で、会員皆様のご推挙により再
度支部長に就任することになりましたこと、その
責任の重大さに改めて身の引き締まる思いでござ
います。
　税理士を取り巻く環境は大変厳しい中、税理士
法改正が平成26年の通常国会に上程することを
目指すこととなりました。税務・会計の専門家と
して税理士の果たすべき役割はますます重要になっ
てきているため、納税者からの負託に応え、社会
からの信頼をより一層高めるための努力をしなけ
ればなりません。税理士の信頼性を高めるために
も、会員の資質の向上と職業倫理の高揚を図るべ
く誠実に支部の会務運営に取り組んでまいりたい
と考えております。
　支部活動においては、①社会からの多様な要請
に応えるべく、会員の品位・資質の向上を図る研
修会を充実させ、支部の研修のみで研修受講時間

が達成できるような環境作りに努めてまいります。
②電子申告のみならず、情報化時代に適応した
ICT化への更なる対応と書面添付制度を積極的に
活用した業務水準の向上を進めてまいります。③
租税の意義や税理士の役割を理解してもらうため、
税務当局をはじめ関係諸団体との連携を密に租税
教育や税務支援について積極的に行い、独自事業
の検討も進めてまいります。④新入・転入会員オ
リエンテーションをきっかけに支部行事への参加
を呼び掛け、会員相互の親睦を図り、親しみやす
い支部として一人でも多くの会員に参加してもら
えるような行事の企画を心掛けてまいります。
西支部で多くのすばらしい友人、先輩に出会うこ
とができ、西支部に登録して本当によかったと思
えるような支部づくりをしていきたいと考えてい
ますので、どうか会員諸先生方には引続き温かい
ご支援ご協力を賜りますよう心からお願い申し上
げます。
　最後になりましたが、このたび退任されました
西原千景、杉本祐一前副支部長並びに幹事各位の
ご労苦とご功績に対し深甚なる敬意を表しますと
ともに、今後のご健康を祈念申し上げまして支部
長再任のご挨拶とさせていただきます。
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今回退任された役員の方々ご苦労さまでした。

副支部長
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財 務 委 員 会

副支部長

笠原　　努

　委員長　　瀬川　真二
　委　員　　櫻井　圭一
　　〃　　　米本　　誠

厚 生 委 員 会

副支部長

鳥家　　誠

　委員長　　吉村　政勝
　委　員　　鈴木　一弘
　　〃　　　田中　敦子

広 報 委 員 会

副支部長

松元　早仙

　委員長　　村尾　一機
　委　員　　尾本美惠子
　　〃　　　津國　孝二
　　〃　　　小林　幸一
　　〃　　　高田　美和

綱紀監察委員会

副支部長

河井　俊幸

　委員長　　今井　健雄
　委　員　　坂口　宗春
　　〃　　　臼井　　治

情報化対策委員会

副支部長

新井　和彦

　委員長　　茂見　寛二
　委　員　　葛井　　理
　　〃　　　竹内　友章
　　〃　　　門田　知也

研 修 委 員 会

副支部長

髙橋　修司

　委員長　　田坂　隆司
　委　員　　加治佐敦智
　　〃　　　小金　敏行
　　〃　　　浦野　充敏
　　〃　　　竃門あや子

総 務 委 員 会

副支部長

河井　俊幸

　委員長　　酒井　　勇
　委　員　　味山　秀夫
　　〃　　　金子　真弓

税務支援対策委員会

副支部長

山本　仁昭

　委員長　　今井　久和
　委　員　　光亦　　茂
　　〃　　　小林　秀年
　　〃　　　田中　耕平

支部長　　神田　有啓

監　事　　長谷川宗平

　〃　　　木下　正明

　〃　　　三原　秀章
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4.  1　　第 1回正副支部長委員長会
4.  8　　第 2回正副支部長委員長会
4. 24　　第 1回役員会
4. 24　　第 1回相談役会
4. 26　　第 2回役員会
5. 10　　第 33 回支部定期総会議案書発送
6.  4　　第 33 回支部定期総会
6. 18　　第 3回役員会
7. 18　　新入・転入会員オリエンテーション
4月～7月 西税務署玄関前の会員名札板の整備

7. 24　　綱紀監察事案事前実地調査の実施

5. 10　　 平成25年度支部会費納入のお願い文書
発送

5. 20　　 平成 24 年度税務支援に関する謝金支払
通知書発送

5. 24　　平成 24 年度税務支援に関する謝金振込

4.  3　　大阪府第 1支部連合会研修会
5. 17　　第 1回支部研修会
6. 12　　第 1回ビデオ研修会
7. 22　　第 2回支部研修会

4. 12　　支部会報第 82 号の紙面構成と原稿依頼
4. 19　　支部会報第 82 号の校正
4. 23　　支部会報 82 号の再校正
5. 10　　支部会報 82 号の発行
7.  4　　支部会報第 83 号の紙面構成と原稿依頼
7. 10　　号外号の発行

6.  6　　ゴルフ大会

6. 24　　記帳指導三者打ち合わせ

5.  9　　 「複合機を利用した書類の電子化」IT活
用研修会

4月～7月 支部ホームページの更新

（平成25年 4月～平成25年 7月）

委　員　会　活　動　報　告委　員　会　活　動　報　告委　員　会　活　動　報　告

本会役員・部委員に 7 名選ばれる
この度の近畿税理士会役員改選で次の方々が西支部より選出されました。

氏　　　名 所　属　部　・　委　員　会 役　　　職

杉　田　宗　久 副　会　長

千　葉　照　夫 監　　　事

葛　井　　　理 情　報　化　対　策　部 部　　　員

河　井　俊　幸 会 務 制 度 委 員 会 副委員長

櫻　井　圭　一 調　査　研　究　部 副　部　長

羽　原　伊久雄 登 録 調 査 委 員 会 委　　　員

吉　村　政　勝 綱 紀 監 察 部 部　　　員

綱 紀 監 察 委 員 会

財 務 委 員 会

総 務 委 員 会

広 報 委 員 会

研 修 委 員 会

厚 生 委 員 会

税務支援対策委員会

情報化対策委員会
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　近畿税理士会西支部会員の先生方におかれまし
ては、ますますご健勝にてご活躍のことと心より
お喜び申し上げます。
　私は、この度の定期異動で、西税務署長を拝命
いたしました上月でございます。
　西支部会員の先生方には、平素から税務行政の
円滑な運営に関しまして、深いご理解と格別のご
協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　最近の税務行政を取り巻く環境は、国際化・
ICT化が進展するとともに、国税通則法や消費税
法等の改正が行われるなど大きく変化しており、
納税者の皆様の行政に対する意識も大きく変化し
てきていると認識しております。
　このような環境の下で、私どもの使命は、「納
税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に
実現する」ことであり、この使命を果たすためには、
納税者の皆様から税務行政に対する理解と信頼を
得ることが何よりも重要であると考えております。
　このためにも、納税者サービスの観点から、申
告・納税を「簡単・便利」に行っていただけるよう、
ICTを活用するなどサービスの充実に努めてまい
りたいと考えております。
　特に、e-Taxについては、納税者の皆様の利便
性の向上と行政運営の効率化を図るため、より一
層の普及・定着に向けた取組みを行ってまいりた

いと考えておりますが、先生方のご協力なくして
到底成し得るものではありません。是非とも、顧
問先を含めたe-Taxの利用の拡大に、より一層の
ご協力をお願いいたします。
　次に、適正な調査・徴収の観点から、納税者の
利益保護に配意しつつ、大口・悪質な事案には厳
正な態度で臨むなど、適正かつ公平な課税に努め
ることで信頼を築きたいと考えております。
　ご承知のとおり、納税環境整備の一環として、
調査手続の透明性と納税者の予見可能性を高める
などの観点から、改正国税通則法が本年 1月から
施行されております。
　税務を執行する立場として、法改正の趣旨を踏
まえつつ、法令等に基づき適正に調査手続を履行
し、円滑な調査の実施に努めてまいりたいと考え
ております。
　こうした取組みに対し、先生方におかれまして
も、税務行政の良き理解者として、今後ともより
一層のご支援ご協力を賜りますようよろしくお願
い申し上げます。
　終わりになりましたが、先生方のご健勝と事業
のご繁栄、さらに、近畿税理士会西支部の一層の
ご発展を祈念しまして、着任のごあいさつとさせ
ていただきます。

副署長
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副署長
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一
前任／加古川税務署
　　　総務課長

西税務署長

 上
こう

月
づき

　　勉
つとむ

 

略歴 昭和28年生まれ 
 平成18年7月 局　課税第二部　調査第2部門　統括国税調査官
 平成20年7月 局　課税第二部　調査第1部門　統括国税調査官
 平成21年7月 広島国税不服審判所　岡山支所　国税審判官
 平成23年7月 局　総務部　税務相談室　副室長
 平成24年7月 長田税務署長
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資産統括官

島
しま

　　壽
とし

浩
ひろ

前任／岸和田税務署
　　　資産統括官

総務課長補佐

上
うえ

野
の
　善
よし

昭
あき

前任／芦屋税務署
　　　資産 1総括上席

連絡調整官（法人）

佐
さ

々
さ

木
き

靖
やす

之
ゆき

前任／西税務署
　　　総務課長補佐

法人 5統括官

 東
ひがしやま

山　　稔
みのる

 

前任／神戸税務署
　　　国際税務専門官（法人）

法人 4統括官

岡
おか

部
べ

　和
かず

夫
お

前任／姫路税務署
　　　酒類指導官

個人 2統括官

原
はら

　　英
えい

二
じ

前任／泉大津税務署
　　　個人4統括官

管理運営 3部門

津
つ

久
く

江
え

祐
ゆう

一
いち

前任／茨木税務署
　管理運営 2統括官

個人 1統括官

笹
ささ

岡
おか

　健
けん

志
し

前任／局　総務部
　　　情報処理 2部門
　　　主任分析専門官

総務課長

那
な

須
す

　活
かつ

也
や

前任／局　課税第一部
　課税総括課　課長補佐

徴収統括官

野
の

村
むら

　昌
まさ

紀
き

前任／局　徴収部
　　　特別整理 4部門
　　　主査

特別調査官（法人）

明
あき

楽
ら

　憲
のり

昭
あき

前任／八尾税務署
　　　副署長

特別徴収官

田
た

村
むら

　　修
おさむ

 

前任／吹田税務署
　　　特別徴収官

特別調査官（法人）

坂
さか

本
もと

　文
ふみ

雄
お

前任／姫路税務署
　特別調査官（総合）
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　ランニング
　おすすめです！

　　　坂
さか

　本
もと

　貴
たか

　俊
とし

　世間はマラソンブームと言われて久しくなりま
した。
　日本のフルマラソンの完走者数も、2011年度
で約25万人。5 年間で約2.5倍になっているよう
です。
　走ったことのない人からすると、42.195㎞も走
り続けるなんて、どう考えても理解できない。と
いう声が多く聞こえてきそうです。
　私も以前はそうでした。何ゆえに好き好んで辛
すぎるだけの競技に取り組むのだろうかと。そう
思いながらも、楽しそうに走るランナーやフルマ
ラソン完走後の充実した表情などがとても気になっ
ていました。「走っています」というのも少し格好
よかったりします。
　というわけで、軽い気持ちで2013年の大阪マ
ラソンと神戸マラソンにエントリーしてみました。
応募者が殺到し、抽選はすごい倍率。まず当選す
ることはないだろうという思いがありました。応
募はしたので、落選すると「走りたかったんだけ
どねー」という言い訳ができます。
　そうこうしているうちに抽選結果の発表。あっ
さりと神戸マラソン「当選」のお知らせが・・・まっ
たくトレーニングしていません。それでも走るし
か選択肢がなくなってしまったため、その日から
早速ランニング開始です。意識したのはただ一つ。
「ものすごくゆっくり走ること。」息が上がってし
まうようなペースで走ると、とても42.195㎞も走
れません。とりあえず 1 日おきに10㎞走ること
を目標にしました。
　するとどうでしょう。それから 1か月。日に日
に走れるペースは上がってくるし、体調も良くなっ
てきます。11月の神戸マラソンがとても楽しみ
に思うようになってきました。
　その中で私が感じたランニングのメリットは、
　・体調が良くなり、肩こりも完全に解消する
　・精神的にも気力がみなぎってくる

　・食事がとても美味しくなる
　・痩せようと思えばかなり痩せられる
　・レベルアップで達成感が得られる
　・ランニング仲間が増える
　ぜひ皆さん、自分のペースでランニングを始め
てみませんか？

　私の趣味

　　　木
き

　地
じ

　秀
ひで

　斗
と

　小学 4年生の時にJリーグが開幕した。それま
でプロ野球選手を目指していた少年時代の私は、
時代の波に乗り、あっさりとサッカーに乗り換えた。
　それから20年、当時のチームメイト達と今で
も公園でサッカーをしている。みんな30歳になっ
たが、夏場は倒れそうになりながら、冬場は寒さ
に震えながら、動かない身体に 打って必死に走っ
ている。
　公園でサッカーをしていると自然とサッカー好
きが集まってくる。話したことのない友達の友達
でもすぐに仲良くなれる。またプレー中に全然知
らない人から参加をしたいと言われ、一緒にプレー
したこともある。サッカーをすると自然と仲良く
なれるのは本当に素晴らしいことだと思う。
　去年の夏は 1泊 2日で合宿に行った。新宮にあ
るグラウンドを 8人で借りて、一人は肉離れ、一
人は捻挫と怪我をしながら、ドシャ降りの中サッ
カーをした。夜は焼き肉を食べ、大学生が借りる
ような民宿に泊まり、テレビでオリンピックサッカー
決勝を見ながらあーだこーだ言っていた。ちなみ
に今年も合宿する予定だ。
　また最近は自分がプレーするだけではなく、Jリー
グ観戦も大好きだ。セレッソ大阪の試合について
は、都合がつく限り観戦に出かけている。アウェー
の試合についてはテレビ観戦もしているが、やっ
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ぱり生で見る試合が迫力もあって楽しい。ゴール
が決まった瞬間の興奮は病みつきになる。来年は
柿谷選手がヨーロッパに移籍しない限り、シーズ
ンチケットを購入するつもりだ。
　昔に比べると全く駄目だが、やっぱり今でもサッ
カーがうまくなりたいと思っている。これから年
齢を重ねるたび、身体がますます動かなくなって
いくと思うが、動く限りは大好きなサッカーを続
けていきたい。

　親子三代で
　　　　　　　魚釣り

　　　小
こ

　西
にし

　貴
たか

　大
ひろ

　皆様、こんにちは。いつもお世話になり、あり
がとうございます。
　私は熱しやすく冷めやすい性格なので、色々な
趣味を持っております。その中でも舞台鑑賞と釣
りが大好きです。舞台鑑賞も釣りも、普段の生活
とは全く時間の流れが違い、別世界にいるような
感じがします。特に、確定申告明けなど時間に追
われた日 を々過ごした後は、例え魚が釣れなくても、
ゆっくりと潮の音を聞きながら揺れる浮きを眺め
ていれば、最高のリフレッシュとなります。逆に浮
きが沈んで魚が掛った瞬間、グッと竿がしなり糸
がどんどんと海に吸い込まれていきます。待って
ましたとばかりに、竿を立てリールを巻き魚と格
闘している間の楽しさは何とも言えない訳です。
　釣り場は、小豆島の近くの釣り堀に良く行き、
鯛やカンパチ、ヒラマサ、シマアジなどを釣って
おります。釣った魚はもちろん持って帰り、その
日の夕食になるのですが、やはり自分で釣った魚
の味は格別です。普段あまりお酒を飲まない私で
すが、その日ばかりはどんどんお酒が進んでしま
います。
　私の釣り人生は、小学校の時に家族で琵琶湖に
釣りに行ったのが最初です。それから中学校時代
には釣り好きの友達と学校が始まる前に朝釣りに
行き、釣竿を持って学校に行くほど釣りにはまっ
ておりました。さすがに今釣りに行ってから仕事
に行くようなことはありませんが……。
　そんな私も結婚し、二児の父親となりました。
私の影響を大きく受けて上の子は魚釣りが大好き
です。魚釣りに行こうと毎日の様にせがまれるの

ですが、中々仕事のタイミングが合わず・・・
そんな時、ネットで魚釣りが出来る居酒屋を発見
し、場所も日本橋と近い事から妻の父親が連れて
行ってくれる事にな
り、私も仕事を早
めに切り上げて家
族全員で行ってきま
した。
　親子三代で釣り
を楽しみ、自分に
孫が出来た時には
同じ様に三代で釣
りを楽しみたいなぁ
としみじみ思った
33歳の初夏の日で
した。

　私の趣味

　　　村
むら

　田
た

　健
けん

　吾
ご

　何年か前まで10年くらい税理士試験を受験し
続けていたので、私の趣味と言えば専ら勉強でし
た。「趣味は何ですか？」という質問に意図的に「勉
強です。」と答えていました。
　正直、当時は毎年毎年落ち続けてもう勉強なん
てしたくないと思っていましたし、勉強といえば、
趣味というよりは修行といった感じでした。
　最近、ようやく税理士試験の勉強から解放されて、
時間も少し取れるようになったので、日商簿記の講
師を週 2回アルバイトですることになりました。
　もともと学校の先生という職業をやってみたかっ
たのと、人前で話すことが苦手なので練習のつも
りで、また少しおこずかいも欲しかったからです。
始めてみるとこれがとてもやりがいもあって、楽
しいのです。私の授業は、「楽しく勉強する」と
いうことをテーマにしています。いやいや勉強し
ていても身に付かない。楽しんで、興味を持って
勉強したほうがよく身に付くだろうと感じたから
です。生徒はみんな経理志望なので、実務の話に
冗談を交えながら授業をしています。
　今年で講師は、やめることにしました。何か新
しい勉強がしたくなってきたのです。なにをする
かはまだぼんやり考え中ですが、生涯、楽しく勉
強できる人生であったらいいなと思います。
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 新入・転入会員オリエンテーション
　7 月18日すたんど割烹日本において新入・転
入会員オリエンテーションを開催しました。神田
支部長の歓迎の挨拶で始まり、副支部長からは各
担当委員会活動の紹介や本会・支部の重点施策等
の説明がされました。特に電子申告推進や36時
間の研修受講達成が税理士会会員としての責務で
あることが説明され、綱紀事案として最近特に注
目される「税理士業務処理簿」の作成についての
説明がされました。続いて大阪奈良税理士協同組
合　千葉照夫理事より組合活動や加入のご案内が
あり又、若手会員を正会員とする「葉月会」の活
動について葛井会長から紹介されました。
　引き続き開催された懇親会では日本料理を堪能し
ながら、大いに懇親を深めていただきました。参加
された新入・転入会員の先生方がこれを機会に支部
行事にご参加いただけるよう期待いたしております。
　なお、支部ではこの新入・転入会員オリエンテー
ションを原則年 2回開催し、新入・転入会員先生
には必ずご参加いただくこととしております。今
回やむなくご参加いただけなかった先生方にも次
回以降の新入・転入会員オリエンテーションにご
参加いただけるよう期待いたしております。
　参加人数　　新入転入会員　10名
　　　　　　　西支部役員　　12名　合計　22名

 第 1回 支部研修会
　平成25年 5 月17日（金）午後 1時30分よりホテ
ル大阪ベイタワーにおいて、平成25年度第 1 回
支部研修会を港支部との共催により開催しました。
講師に西支部の税理士　櫻井圭一先生をお迎えし
「平成25年度　税制改正の概要」と題してご講演
をいただきました。

　1. 所得税　2. 相続税贈与税　3. 法人税・中小
企業関係　4. 消費税・印紙税とくわしくご説明
いただき、今後の業務に役立つことばかりで、大
変勉強になりました。
　櫻井先生の今後益々のご活躍をご期待申し上げ
ます。
　有難うございました。
　参加人数　西支部　64人　　港支部　30人
　　　　　　　　　　　　　　合　計　94人

 第 2回 支部研修会
　平成25年 7 月22日（月）午後 1時30分よりホテ
ル大阪ベイタワーにおいて、平成25年度第 2 回
支部研修会を港支部との共催により開催しました。
　講師に弁護士法人飛翔法律事務所　代表弁護士
五島洋先生をお迎えし、前半「契約書のチェック
とブラッシュアップノウハウ」後半「中小・中堅企
業にも使えるM&Aの実務」と題してご講演をい
ただきました。
　研修中には先生の書籍も紹介していただきまし
たが、本には書かれていないようなちょっとした
実務に役立つテクニックなどもたくさん話してく
ださり大変勉強になりました。ありがとうござい
ました。
　参加人数　西支部　64人　　港支部　31人
　　　　　　他支部　 3人　　合計　　98人

委 員 会 だ よ り
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 支部ゴルフに優勝しました

 千葉　照夫
　昨年 8月に腰に激痛が走り、それ以来痛みがひ
どくてゴルフは出来なくなっておりました。脊椎
管狭窄症の外科的手術を10月に受け、やっと最
近ゴルフを再開したところでした。にもかかわらず、
いきなり優勝をさせていただいて感激です。支部
ゴルフは常々相性がよかったので、自分の中では
今後も楽しいゴルフを続けるためのキッカケにし
たいと密かに思っておりました。
　腰痛への不安と、天候は悪くはなかったのです
がやや蒸し暑い一日を好スコアーでラウンドでき
ましたのは、ご一緒してくださった長谷川宗平先
生と安藤修身先生の支えのお陰と感謝いたしてお
ります。安藤先生には常に密かな闘志をいただき
ました。長谷川先生には静かなアドバイスをいた
だき、ラウンド終了の時「きょうは楽しいゴルフ
をさせてもらった。」と言っていただき嬉しく思い
ました。両先生には感謝申しあげます。

　今回81の素晴らしいスコアーの脇阪惠博先生
には申し訳なかったのですが、ハンディに恵まれ
優勝させていただきました。ただ運がよかっただ
けです。実力がもう少しつけばもっと嬉しいので
すが。
　これからも親しい仲間と楽しい支部ゴルフへ参
加させていただきたいと思っております。厚生担
当の先生方にはご苦労をおかけしました。「あり
がとうございました。」
　♦日　時／平成25年 6 月 6 日（木）
　♦場　所／ジャパンメモリアルゴルフクラブ
　♦参加者／21名

順位 氏　　名 OUT IN G HD NET

優勝 千葉照夫 46 48 94 21.6 72.4

2位 脇阪惠博 41 40 81  8.4 72.6

3位 笠原　努 45 45 90 16.8 73.2
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○e-Taxの普及拡大及び定着について
　e-Taxについては、納税者の利便性の向上と事
務の効率化に資することから、一層の普及及び
定着に向けてご協力をお願いします。
　先生方におかれましては、関与先の申告等手
続き、さらには関与先の従業員等の確定申告の
e-Tax利用についても指導していただくなど、更
なるご協力をお願いいたします。

○ ダイレクト納付及び納税証明書の電子申請・書
面発行について
　e-Taxの普及拡大策として、次の 2 点について
顧問先への利用勧奨をお願いします。
1 　ダイレクト納付
　 　徴収高計算書の送信及びそれに伴うダイレ
クト納付の利用については、電子認証を添付
する必要がなく、特に、納付回数の多い消費
税や源泉所得税の納付に便利です。
2 　納税証明書の電子申請・書面発行
　 　発行手数料が安価（通常 1 税目 1 年度 1 枚
400円が370円）であり、大量の枚数でも署窓
口ですぐに受け取ることができ、郵送で受け
取ることも可能です。

　 　また、平成25年10月 1 日以降、自宅から
のオンライン請求（窓口交付分）に係る電子
署名及び電子証明書の添付省略制度が導入さ
れ、利用がより簡単になります。

○贈与税のe-Taxによる申告について
　平成24年分贈与税の申告からe-Taxが利用でき
ることとなりました。
　贈与税の申告書を提出される関与先がござい
ましたら、e-Taxによる代理送信を行っていただ
きますよう、よろしくお願いします。

○期限内納付指導等について
　関与先に対する期限内納付指導をお願いしま
す。
　特に、滞納発生の大部分を占める法人の消費
税については、期限内納付指導の徹底をよろし
くお願いします。
　納付指導の結果、早期に納付困難の申立てが
あった場合は、確実に署徴収部門にて相談する
ようご指導をお願いします。

○個人事業者の消費税簡易課税制度について
　個人の消費税課税事業者の方で、平成26年分
から簡易課税制度を適用するには、「消費税簡
易課税制度選択届出書」を平成25年12月31日ま
でに、納税地を所轄する税務署長に提出する必
要があります。
　ただし、基準期間（平成24年分）の課税売上
高が5,000万円を超える場合は、平成26年分につ
いて簡易課税制度は適用できませんので、ご注
意ください。

○平成25年分の路線価について
　相続税、贈与税における土地などの評価に
用いる平成25年分の路線価図等（財産評価基準
書）の閲覧は、国税庁ホームページをご利用く
ださい。
（路線価図　http：//www.rosenka.nta.go.jp ）

○改正法人税法等説明会の開催について
　次の日程で平成25年度改正税法（法人税関
係）説明会を開催いたします。
　当日は、法人税関係の税制改正のあらましに
ついて説明いたしますので、先生方のご出席は
もとより、関与先に対する出席指導をお願いい
たします。
・と　き　平成25年10月21日（月）
　　　　　　10：00～12：00
　　　　　　13：30～15：30
・ところ　グランキューブ大阪（大阪国際会議場）
　　　　　　10階　会議室
　　　　　　　（大阪市北区中之島 5 － 3 －51）

○決算期別説明会の開催について
　次の日程で決算期別説明会を開催いたします。
① 7 ～ 9 月決算法人
・と　き　平成25年 9 月12日（木）
　　　　　　10：30～12：00
　　　　　平成25年 9 月13日（金）
　　　　　　10：30～12：00
　　　　　　13：30～15：00
・ところ　公益社団法人西納税協会 3 階 会議室
②10～12月決算法人
・と　き　平成25年12月12日（木）
　　　　　　10：30～12：00
　　　　　　13：30～15：00
・ところ　西税務署　 4 階　会議室

○年末調整説明会の開催について
　次の日程で、平成25年分年末調整説明会を開
催いたします。
・と　き　平成25年11月18日（月）
　　　　　　10：00～12：00
　　　　　　13：30～15：30
・ところ　グランキューブ大阪（大阪国際会議場）
　　　　　　10階　会議室
 　　　　　　（大阪市北区中之島 5 － 3 －51） 

○来署によるご相談は、事前予約を！
　一般相談の自己解決については従来からお願い
をしているところ、ご協力いただきありがとうご
ざいます。具体的に書類や事実関係を確認する必
要がある場合には、お電話等で事前に相談日時等
を予約いただいております。相談のご予約は、関
与先の所轄の税務署に連絡いただき、納税者の氏
名、住所、相談内容をお示しいただく必要があり
ますので、ご協力お願いします。

西税務署からのお知らせ
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市税の納付は、安全・確実・便利な口座振替をご利用ください。
大阪市弁天町市税事務所からのお知らせ

　固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、固定資産税（償却資産）及び個人市・府民税（普通徴収）の納付は
口座振替・自動払込をぜひご利用ください。

　　　　（メリット）　●現金を持ち歩く必要がなく、安全です
　　　　　　　　　　　●うっかり納め忘れる心配がなく、確実に納付できます。
　　　　　　　　　　　●金融機関等へ出かける手間がいらず、お忙しい方には便利です。
　省資源化、経費削減にもつながりますので、ご協力をお願いします。
　大阪市内の金融機関（一部金融機関を除く。）または各市税事務所に備えつけの「大阪市税預金口座振替依頼
書・自動払込利用申込書」に記載の申込受付期限をご確認のうえ、取扱金融機関窓口でお申込みください。
　お申込みの際には「納税通知書」など台帳番号のわかるもの、「預貯金通帳」、「通帳届出印」をご持参いた
だければ、その場で手続きが可能です。
　そのほか、お送りしている市税の納付書のうち、ペイジーマークのついた納付書では、
インターネットバンキング・ATM（ペイジー対応）等での納付ができます。
　また、バーコードが印刷された納付書では、休日・夜間を問わず
コンビニエンスストア（30万円以下に限る。）での納付ができます。
　申込受付期限・振替日について

≪問い合わせ先≫
　　大阪市財政局船場法人市税事務所収納対策担当（収納管理グループ）
　　電話番号　06－4705－2931　FAX番号　06－4705－2905
　　※問い合わせ可能日、可能時間（平日9：00～17：30（金曜日は9：00～19：00））

≪個人事業税Q&A≫
Q．不動産の貸付けを行っていますが、個人事業税の課税対象になりますか？
A ．次の①又は②のいずれかに該当する不動産の貸付けを行っている場合は、不動産貸付業として個人事業税の課税
対象となります。なお、共有不動産の場合共有者の持ち分ごとではなく、共有不動産全体について次の基準が適用
されます。
　①

　　 　なお、区分の異なる不動産を併せて貸し付けている場合で、当該貸付不動産の室数、棟数又は貸付契約件数の
合計が 10 以上のものについても、不動産貸付業に該当します。

　② 　建物の貸付を行っている場合において、建物の貸付面積が 600㎡以上で、かつ、建物にかかる収入金額が 1000
万円以上のもの。なお、収入金額には、一時に収受する権利金や更新料などは含みません。

　　府税事務所では個人事業税の口座振替を推進しています。
　　  納付には、便利で安心・安全な口座振替制度をご利用ください。
　　　　※詳しくは、大阪府ホームページ「府税あらかると」
　　　　　http://www.pref.osaka.jp/zei/alacarte/ 又は府税事務所へお問合わせください。
　　　<問合せ先>大阪府中央府税事務所　電話番号　06－6941－7951
　　　　　　　　　個人事業税について・・・個人事業税課　　口座振替について・・・納税第1課

個人事業税は、
大阪府内に事務所や事業所を設けて、物品販売業や不動産貸付業、
請負業などの課税対象事業を営んでいる個人の方が納める税金です。

貸付不動産の区分 基準 貸付不動産の区分 基準

建物
住宅 １戸建て以外の住宅 10 室以上

土地
住宅用土地 契約件数 10 件以上

又は貸付面積 2000㎡以上１戸建て住宅 10 棟以上
住宅
以外

独立家屋以外の建物 10 室以上 住宅用以外の
土地 契約件数 10 件以上独立家屋 ５棟以上

取扱税目 振替開始日 金融機関等 申込受付期限 納期限　振替（払込）日

市・府民税
（普通徴収）

第 1 期 本年　 4月末日 本年　 6月末日
第 2 期 本年　 7月末日 本年　 8月末日
第 3 期 本年　 9月末日 本年　10月末日
第 4 期 本年　12月30日 翌年　 1月末日

固定資産税
都市計画税

第 1 期 本年　 1月末日 本年　 4月末日
第 2 期 本年　 6月末日 本年　 7月末日
第 3 期 本年　11月25日 本年　12月25日
第 4 期 翌年　 1月末日 翌年　 2月末日

※ 受付期限が金融期間休業日の場合は、その前日となります。また、受付期限内のご提出であっても記載内容に不備があった場合等は振
替開始期が遅れる場合があります。

※各期の納期限の日が振替日です。振替日が土曜・日曜・休日の場合は、その翌日となります。
※１年分まとめて納付される方は最初の納期限の日になります。
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氏　　名　今
いま

　仲
なか

　那
な

津
つ

子
こ

生年月日　昭和55年6月24日
出 身 地　埼玉県
血 液 型　B型
事 務 所　 西区西本町1-15-6
　　　　　マルイト西本町ビル1001
T E L　06-6536-8451

経　　歴　 東京の会計事務所で10年勤務の後、大
阪の税理士法人に転職してきました。

趣　　味　コンサート、ライブに行くこと
信　　条　信条は特にありません
一　　言　 引越と転職で初めての大阪ですが、新

しい仕事での出会いが沢山あり感謝し
ております。先輩の先生方には宜しく
ご指導、ご 撻をお願いいたします。

氏　　名　丹
に

　羽
わ

　達
たつ

　也
や

生年月日　昭和49年1月20日
出 身 地　兵庫県
血 液 型　O型
事 務 所　西区京町堀1-4-16
 センチュリービル6F
T E L　080-8315-3452

経　　歴　慶應義塾大学大学院　修了
趣　　味　音楽
信　　条　和をもって尊しとなす
一　　言　 若輩者ではありますが、何卒宜しくお

願い申し上げます。

氏　　名　小
お

　川
がわ

　光
みつ

　彦
ひこ

生年月日　昭和52年11月29日
出 身 地　大阪府
血 液 型　O型
事 務 所　西区本田2-1-30
 西区産業会館4階
T E L　06-6584-7870

趣　　味　ビリヤード
信　　条　やり遂げること
一　　言　よろしくお願い致します。

氏　　名　清
し

　水
みず

　孝
たか

　宏
ひろ

生年月日　昭和47年11月11日
出 身 地　大阪府
血 液 型　B型
事 務 所　西区阿波座1-13-15
 クリエイトビル
 千葉照夫税理士事務所
T E L　06-6536-2789

一　　言　よろしくお願いいたします。

　 8月 8日（木）午後 5時よりホテルモントレグ
ラスミア大阪において、恒例の夏季講演会と意見
交換会が開催されました。
　第 1部講演会では講師として西税務署長　上月
　勉様をお招きし、「税のよもやま噺」をテーマ
としてご講演いただきました。
　上月署長の温和な人となりが感じられるご講演
でした。
　第 2部の意見交換会は、上月署長をはじめ西税 務署幹部の方々、公益社団法人西納税協会から山

崎義彰専務理事をご来賓としてお招きしました。
　支部長挨拶そしてご来賓を代表して上月署長に
ご挨拶をいただいた後、添田訓嗣副署長の乾杯に
より意見交換会が始まりました。終始和やかで和
気あいあいとした雰囲気のなかでも活気あふれる
意見交換が交わされ友好を深めました。
名残惜しさを感じながらも、佃敏夫相談役の中締
めによりお開きとなりました。

河
かわ

　井
い

　俊
とし

　幸
ゆき
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氏　　名　阪
さか

　本
もと

　　　肇
はじめ

 
生年月日　昭和38年7月30日
出 身 地　大阪府
血 液 型　O型
事 務 所　西区西本町1-5-9
 松元早仙税理士事務所
T E L　06-6541-0455

趣　　味　音楽鑑賞、釣り
一　　言　宜しくお願いします。

氏　　名　浅
あさ

　川
かわ

　紘
こう

　平
へい

生年月日　昭和58年8月10日
出 身 地　京都府
血 液 型　B型
事 務 所　西区阿波座1-4-4
T E L　06-6538-0872

趣　　味　フットサル
信　　条　何事にも感謝の心を持つ
一　　言　大阪の事をよく知りません。

氏　　名　南
なん

　部
ぶ

　雅
まさ

　弘
ひろ

生年月日　昭和39年10月5日
出 身 地　広島県
血 液 型　O型
事 務 所　西区西本町1-8-2-707
T E L　050-3786-2478

経　　歴　 大阪国税局、会計事務所勤務
趣　　味　讃岐うどん店巡り、スーパー銭湯巡り
信　　条　百聞は一見に如かず
一　　言　 納税者の権利を擁護し、企業の繁栄に

奉仕します。

氏　　名　藤
ふじ

　田
た

　尚
なお

　毅
き

生年月日　昭和56年10月15日
出 身 地　岡山県
血 液 型　A型

氏　　名　東
ひがし

　　　克
かつ

　樹
き

生年月日　昭和47年12月24日
出 身 地　大阪府
血 液 型　A型
事 務 所　西区西本町1-13-38-905
T E L　06-6532-5987

経　　歴　 大原簿記専門学校→カー用品のオート
バックス（販売、Pit作業）→浅田益
宏税理士事務所

趣　　味　最近ゴルフを始めました。
信　　条　何事にも一生懸命
一　　言　西支部を盛り上げるようがんばります。

氏　　名　津
つ

　村
むら

　光
みつ

　雄
お

生年月日　昭和23年3月6日
出 身 地　熊本県
血 液 型　A型
事 務 所　西区京町堀1-11-7
 京旺ビル2階
T E L　06-6147-5807

経　　歴　国税局、税務署OB
趣　　味　草ソフトボール
信　　条　三方よし
一　　言　元気で明るく

氏　　名　松
まつ

　井
い

　裕
ひろ

　明
あき

生年月日　昭和52年11月21日
出 身 地　兵庫県
血 液 型　A型
事 務 所　西区西本町1-13-38
 新興産ビル905
 浅田益宏税理士事務所
T E L　06-6532-5987

趣　　味　 ゴルフ（ドライバーの練習）、カメラ、
ボウリングなど

一　　言　よろしくお願いします。

氏　　名　青
あお

　井
い

　卓
たく

　郎
ろう

生年月日　昭和53年1月19日
出 身 地　大阪府
血 液 型　O型
事 務 所　西区西本町1-8-2
 三晃ビル301
T E L　06-6533-7815

経　　歴　 大手監査法人→コンサルティング会社
→独立

趣　　味　水泳、ゴルフ
信　　条　日々是精進、日々感謝
一　　言　 税務・会計に関する専門的サービスを

通して、企業様の発展に寄与させて頂
きたいです。
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平成25年4月1日～平成25年7月31日

入会日 登録番号 氏　　　名 区分 事　務　所　所　在　地 電話番号 FAX番号 備　考

25.04.02 96853 今　吉　貴　子 転入 西区南堀江4-25-4-902号 6534-5734 6534-5734 東より

25.04.06 117589 薄　木　英二郎 転入 西区立売堀5-4-1
税理士法人サントレフォルム 6543-2030 6543-1108 北より

25.04.10 113231 今　仲　那津子 転入 西区西本町1-15-6-1001号室
税理士法人税理志 6536-8451 6536-8550 八尾より

25.04.25 123929 丹　羽　達　也 入会 西区京町堀1-4-16
センチュリービル6階 080-8315-3452 6448-7863

25.04.25 123936 小　川　光　彦 入会 西区本田2-1-30　西区産業会館4階　
藤岡実税理士事務所 6584-7870 6584-7871

25.05.23 124077 清　水　孝　宏 入会 西区阿波座1-13-15　クリエイトビル
千葉照夫税理士事務所 6536-2789 6536-3016

25.05.23 124094 阪　本　　　肇 入会 西区西本町1-5-9　日清ビル7階
松元早仙税理士事務所 6541-0455 6541-0250

25.06.05 121369 浅　川　紘　平 転入 西区阿波座1-4-4
野村不動産四ツ橋ビル8階　TFG税理士法人 6538-0872 6538-0896 下京より

25.06.11 89582 南　部　雅　弘 転入 西区西本町1-8-2-707号　 050-3786-2478 7635-7199 芦屋より

25.06.18 108846 津　村　光　雄 転入 西区京町堀1-11-7　京旺ビル2階 6147-5807 6147-5806 大淀より

25.06.25 124335 藤　田　尚　毅 入会 西区阿波座1-4-4
野村不動産四ツ橋ビル8階　TFG税理士法人 6538-0872 6538-0896

25.06.25 124338 松　井　裕　明 入会 西区西本町1-13-38　新興産ビル
浅田益宏税理士事務所　 6532-5987 6532-3599

25.06.25 124341 東　　　克　樹 入会 西区西本町1-13-38　新興産ビル　 6532-5987 6532-3599

25.06.25 124346 青　井　卓　郎 入会 西区西本町1-8-2　エース税理士法人 6532-2652 6532-2653

25.07.02 123060 青　松　孝　典 転入 西区西本町1-13-38
西本町新興産ビル8階3A号室　 090-2384-4014 － 福島より

25.07.10 92651 河　合　由紀子 転入 西区京町堀1-6-4
りそな京町堀ビル7階 6225-0353 6225-3335 浪速より

25.07.24 124503 柴　垣　武　史 入会 西区新町1-22-14　コーラルビル2階
南谷龍税理士事務所 6543-3751 6543-3752

25.07.24 124507 小　川　隆　史 入会 西区阿波座1-4-4
野村不動産四ツ橋ビル8階　TFG税理士法人 6538-0872 6538-0896

転出日 登録番号 氏　　　名 区分 事　務　所　所　在　地 電話番号 FAX番号 備　考

25.04.10 93770 藤々木　香　織 転出 大阪市中央区島之内1-22-22
第一住建島之内堺筋ビル701号 6251-4311 南　へ

25.04.12 112986 神　佐　真由美 転出 京都市伏見区桃山町西尾42-4
T’s桃山401号 075-644-5024 伏見へ

25.04.15 119102 姥　渕　照　夫 転出 桜井市大字大福251-1
プレステ弐番館305号 0744-46-1590 桜井へ

25.05.16 96853 今　吉　貴　子 転出 大阪市中央区安土町3-3-9 4705-7010 東　へ

25.06.30 41855 小　櫻　　　智 転出 生駒市生駒台南162-22 0743-75-4686 奈良へ

25.07.10 107699 宮　井　秀　明 転出 大阪市北区堂島2-2-2　近鉄堂島ビル － 北　へ

25.07.10 121903 福　原　康　之 転出 豊中市北桜塚4-4-8 6849-0670 豊能へ

25.07.17 75374 川　崎　　　満 退会 大阪市西区新町4-16-13-305号 6539-6526 死　亡

◎新入・転入しました。よろしくお願いします。

◎転出・退会しました。お世話になりました。

7月31日現在　　会　員　数　335名　　法人会員数　28件

　　　　　　　　　　今回の83号より、「おおさか西」は新しい広報委員会の委員による編集になります。
　　　　　　　　　　より一層の記事の充実を図り、会員の皆様にお喜び頂けるような西支部の情報
をお届けしたいと思っております。委員一同、力を合わせてがんばりますのでどうぞ宜しくお願い致し
ます。 （村尾　一機）


